
第四章 食品機動監視班(食 品環境指導センター)に よる監視事業

(7)遺 伝子組換え大豆の農薬の残留及び食品原料用大豆への混入実態について

ア 調査目的

除草剤耐性遺伝子が付与された作物については、そ

の一部は、除草剤の使用量が多くなり、農産物への除

草剤残留濃度が高くなることが懸念されている。

そこで、除草剤グリホサー トの耐性遺伝子が付与さ

れた大豆(以 下、「GM大豆」とい う。)と非組換え大豆(以

下 「non-GM大 豆」という。)間におけるグリホサー ト

等の農薬残留 レベル差異を調べ ることとした。

しか し都内では、食品原料用の大豆については、純

粋にGM大 豆と称するものはほとんど流通 していない。

現実には、non-GM大 豆にGM大 豆が混入しないように

分別生産流通管理された大豆(以 下 「IP大豆」とい う。)

か、そのような分別生産流通管理がされていない大豆

(以下 「不分別大豆」とい う。)とに大別されて流通 して

いる。

このことから、不分別大豆とIP大 豆を対象に、グリ

ホサー ト等の農薬残留濃度 とGM大 豆の混入率 との関

連を調査することとした。あわせてIP大 豆及び国産大

豆について、GM大 豆の混入率の実態を調査 した。

イ 調査内容

(ア)期 間:平 成13年4月1日 から平成14年3月

31日 まで

(イ)調 査方法

a残 留農薬及びGM大 豆混入検査

(a)不 分別大豆については、都内輸入商社から買い上

げた食用油脂原料用の輸入大豆9検 体を検査 した。

(b)IP大 豆については、都内輸入商社 ・卸問屋から買

い上げた豆腐等の食品原料用輸入大豆16検 体につ

いて検査 した。また、輸入大豆と比較するため国産

大豆1検 体について、残留農薬のみ検査 した。

bIP大 豆等のGM大 豆混入率検査

(a)輸 入IP大 豆については、卸問屋等から5検 体、

製造業から10検 体を収去 し、aの調査対象とした輸

入IP大 豆16検 体を加えた合計31検 体の結果をまと

めた。

(b)国 産大豆は、スーパー(17検 体)及び製造業(2検

体)か ら収去 し、検査結果をまとめた。

(ウ)検 査機関:都 立衛生研究所

生活科学部 食品研究科及び栄養研究科

(エ)検 査項 目及び検査方法

a残 留農薬検査

食品衛生法及びFAO/WHOの 基準等に基づき、合計

88種 類(表4-5-37)に ついて検査した。

bGM大 豆混入率検査

PCR法 による定性試験及びTaqManケ ミス トリー法

による定量試験を実施 した。

ウ 調査結果 ・考察

(ア)残 留農薬及びGM大 豆混入検査(表4-5-38)

a不 分別大豆

9検 体 の う ち 、8検 体 か ら グ リホ サ ー ト(検 出 値

0.10ppm～0.40ppm、 平 均0.20ppm、 残 留 基 準 値20ppm)

及 びGM大 豆(混 入 率49.8%～78.7%、 平 均67.1%)の 双

方 が 検 出 され た 。残 りの1検 体 か らは残 留 農 薬 、GM大

豆 と もに 検 出 され な か った 。

また 、GM大 豆 混合 率 と グ リホ サ ー ト残 留 値 との相 関

は 大 き くな か った 。(r=0.67)

bIP大 豆

輸 入IP大 豆16検 体 す べ て か ら農薬 は 検 出 され な か

っ た が 、4検 体 か らGM大 豆 が検 出 され た 。混 入 率 は い

ず れ も1%以 下(0.10%～0.76%、 平 均0.29%)で あ り、「意

図せ ざる一定の混入」と して 認 め られ て い る混 入 率 「5%

未 満 」 に適 合 して い た 。GM大 豆 が 検 出 され た4検 体 を

輸 送 方 法 で 分 け る と 体 船 バル ク」*1が3検 体(0.11%～

0.76%、 平 均0.35%)、 「コンテナバル ク」*2が1検 体(0.10%)

で 、「コンテナ 袋詰 」*3か ら は検 出 され な か っ た 。

残 留 農 薬 の み 検 査 した 国産 大豆1検 体 か らは 、グ リ

ボ サ ー トは 検 出 され な か っ た が、プ ロシ ミ ドン(殺 菌 剤 、

農 薬 取 締 法 に 基 づ く 豆 類 の 登 録 保 留 基 準2ppm)が

0.04ppm検 出 され た。
*1*2:他 の 品種 が混 入 しない よ うに、流通 途 中の 倉 庫、船倉 、

輸送 コンテ ナ の中 をシ ー トな どで 仕切 って(*1は 、船 倉 、*2は

輸送 コンテ ナ)、バ ラ積 み し運搬 す るもので 、次 の荷 を 入れ る と

き は 、ク リー ニン グ しな が ら使 う。

*3:生 産地 に ある倉 庫(ル トリーエレベーター)な ど流 通 の途 中で袋 詰

め され 、コンテナで輸送 され る。

(イ)IP大 豆 及 び 国 産 大 豆 のGM大 豆 混 入 検 査(表

4-5-39、4-5-40)

輸 入IP大 豆31検 体 の うち9検 体(9/31=29.0%)か ら

GM大 豆 が 検 出 され た が 、混 入 率 は1%以 下(0.10%～

0.76%、 平均:0.23%)で あ り、脇 未 満 」に 適 合 して い た 。

輸 入 業 者 ・問屋 か らの21検 体 はIP証 明 書 か ら運 搬 方

法 が判 明 し、混入 率 は 本 船 バ ル ク(4/8検 体 、検 出 値 平

均0.31%)>コ ンテ ナ バ ル ク(1/5検 体 、検 出 値0.10%)

>コ ン テ ナ 袋詰(0/8検 体 、N.D.)の 順 で あ った 。国 産 大

豆19検 体 か らは 、い ず れ も検 出 され な か っ た 。

エ ま と め

現 在 、豆 腐 、納 豆 、醤 油 等 の原 料用 大 豆 に は 、IP大 豆

が 利 用 され て お り、不 分 別 大 豆 は 、ほ と ん どが 搾 油 目

的 の 加 工 用 か 飼 料 用 に 利 用 され て い る。 した が っ て 、

不 分 別 大 豆 か らグ リホ サ ー トが検 出 され て も 、水 溶 性

で あ る グ リボ サ ー トは食 用 油脂 の搾 油 ・精 製 過 程 で 除

去 され 、最 終 製 品へ の 残 存 は 少 な い と考 え られ る。今

後 は 、製 油 工 程 で 生 じる 油 か す に つ い て 、植 物 性 タ ン

パ ク と して 加 工 食 品 へ の利 用 実態 や 当該 加 工食 品 の グ

リボ サ ー ト残 留 量 を確 認 す る必 要 が あ る。

ま たIP大 豆 に つ い て は 、GM大 豆 の 混 入 率 は1%未 満

～NDの レベ ル をお お む ね 達 成 で きて い る こ とが推 察

され た。
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表4-5-37残 留 農 薬 検 査 項 目(88種 類)

表2大 豆の残留農薬検査及びGM大 豆混入検査結果

*1プ ロシミドン(殺 菌 剤)0
.04ppm検 出 。

表4-5-39IP大 豆(輸 入)に お けるGM大 豆 混入 検 査 結 果

表4-5-40国 産大豆におけるGM大 豆混入検査結果
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(8)パ ツ リン汚 染 実 態 調査

ア 調 査 目的

パ ツ リ ンは 、Penicillium expansum等 に よ り産 生

され るカ ビ毒 で 、 脳神 経 に障 害 を起 こす 神経 毒 性 あ る

い は 消 化器 官 等 に 出 血 を起 こす 毒 性 が あ る とい わ れ て

い る。

わ が 国 で は 、1952年 に神 戸周 辺 で118頭 以 上 の 牛 が 、

飼 料 で あ る ビー ル 粕 麦芽 根 に 付 い た カ ビの 生 産 物 パ ッ

リン に よ り中 毒 死 した 事件 が あ る。

パ ツ リン の規 制 値 は 、 フ ラ ン ス 、 オ ー ス トリア 等 の

ヨー ロ ッパ の 諸 国 で主 に リン ゴ加 工 品 を対 象 に20～

50ppbと 設 定 され てい るが、 わ が 国 に お い ては 、基 準

値 の設 定 は され て い ない。 そ の た め 、 リン ゴ製 品 を集

中 的 に調 査 し、 パ ツ リン汚染 実 態 の 把 握 と基 準 設 定 の

参 考 とす る こ とを 目的 と した 。 あ わ せ て 、イ マ ザ リル

等 の 防 カ ビ剤 に つ い て も調 査 を 行 っ た。

イ 調 査 方 法

(ア)調 査 期 間 平成13年5月 か ら同年12月 ま で

(イ)実 施 方 法

a検 体 の収 集 方 法:ス ーパ ー 、デ パ ー ト等 の販 売 店 か

らの 買上 げ及 び 清 涼飲 料水 製 造 業 等 で使 用 して い る

原 料 果 汁 、 製 品 の収 去 等 に よ り検 体 を集 め た 。

b検 査 品 目:検 体分 類及 び 検 体 数 を表4-5-41に 示 し

た 。 リンゴ の加 工 品 と して 果 実 飲 料 等8分 類 、132検

体 で あ る。

c検 査 機 関:都 立衛 生研 究 所 食 品 科学 部 食 品 化 学

第 一研 究 室

d検 査 項 目:パ ツ リン、ジ フ ェ ニ ー ル(DP)、 イ マ ザ リ

ル 、オル トフ ェ ニル フ ェ ノー ル(OPP)、 チア ベ ン ダ ゾ

ー ル(TBZ)

e検 査 方 法:食 品 衛 生 検査 指 針 に基 づ き実 施 した 。

第4-5-41検 査 品 目

ウ 調 査 結 果

(ア)パ ツ リン検 出結 果

パ ツ リン検 出 結 果 を表4-5-42に 示 した。132検 体 の

うち パ ツ リン を 検 出 した も の は 、14検 体 で 検 出 率 は

10.6%で あ っ た。検 出値 は5～120ppbで 、平 均 で18.7ppb

で あ った 。 パ ツ リン を検 出 した もの はす べ て 飲 料 関係

で あ り、 他 の 食 品 か らの検 出 は な か っ た。 飲 料 関係 の

検 出 した もの の 内訳 は 、果 実 ジ ュ ー ス7件 、 原 料 濃 縮

果 汁5件 、 粉 末清 涼 飲 料2件 で あ った 。

表4-5-42の パ ツ リン検 出 状 況 でNo.9及 びNo.10は

原 料 濃 縮 果 汁 で あ り、そ の原 料 を使 用 した製 品 も同 時

に検 査 を 実 施 した が製 品 か ら は検 出 され な か っ た 。

No.13及 びNo.14の 粉 末 清 涼飲 料 はベ ビー フー ドで 、

No.8の 濃 縮 果 汁 りん ごは 、当該 ベ ビー フ ー ドの 製 造 者

が使 用 して い る原 料 濃 縮 果 汁 で あ る。

輸 入 、国 産 の 内 訳 は 、パ ツ リン を検 出 した14検 体 の

うち 国 産 果 汁 を使 用 した 検 体 が2検 体 、 輸 入 品 又 は輸

入 果 汁 を 使 用 した検 体 が7検 体 、輸 入 国 産 果 汁 を ブ レ

ン ドした 検 体 が1検 体 、 不 明 が4検 体 で あ った 。

(イ)TBZの 検 出 結果

TBZは 、粉 末清 涼 飲 料1検 体 か ら0.0003g/kg、 原 料

濃 縮 果 汁1検 体 か ら0.0015g/kgそ れ ぞれ 検 出 した。

(ウ)そ の 他 オル トフ ェ ニ ル フ ェノ ール 、 ジ フ ェ

ニ ー ル 、 イ マ ザ リル は 、検 出 され な か っ た 。

エ 考 察

(ア)パ ツ リン検 出値 の 検 討

パ ツ リ ン を検 出 した14検 体 は すべ て飲 料 で あ っ た。

飲料 の分 類 別 の 検 出 率 は 、果 実 飲 料 が7/81(8.6%)、 濃

縮果 汁 が5/12(42%)、 粉 末 清 涼 飲 料 が2/3(67%)、 で あ

った。 検 出 率 は 、果 実飲 料 が 低 く、濃縮 処理 され た 検

体(濃 縮 果 汁 及 び粉 末清 涼飲 料)が 高 か っ た 。

パ ツ リン を検 出 した 濃 縮 果 汁 等7検 体 に つ い て 、希

釈 した 場 合 の濃 度 を計 算 す る と表4-5-43の とお りで6

検 体 が 「検 出 せ ず 」 とい う結 果 に な っ た(検 出 限 界

5ppb)。 希 釈 を 考 慮 し 改 め て 全 体 の 検 出 状 況 を 表

4-5-44に 示 した 。検 出検 体 数 は132検 体 中8検 体 に な

り、 検 出 値 は最 高 で19ppbと な っ た。

各 国 の パ ツ リン規 制 状 況 を 表4-5-45に 示 した 。規 制

値 を50ppbと 設 定 し、対 象 食 品 は リン ゴ を含 む ジ ュ ー

ス類 と して い る 国 が 多 くみ られ る。

国 際 的 な 規 格 をみ る と、 結 論 は 出 て い な い が2001

年7月 に 開催 され た第24回FAO/WHO合 同食 品規 格 委 員

会 の総 会(コ ー デ ック ス総 会)で は リン ゴ ジ ュ ー ス 中

の パ ツ リン 基 準 値 は50ppbで 提 案 され た。

第44回 合 同 食 品 添加 物 専 門 委 員会(1995)は 、無 作

用 量 を43μg/kg・dayと し、 これ に安 全係 数 の100を

掛 け暫 定 最 大1日 耐容 摂 取 量(PMTDI)を0.4μg/kg・day

と報告 して い る。 このPMTDIを 基 に試 算 を す る と、体

重5kgの 乳 幼 児 では 、PMTDIは2μg/dayと な る。仮 に

リン ゴ ジ ュ ー ス のパ ツ リン濃 度 が50ppb(μg/kg)と す

る と、PMTDI値2μg/dayを 超 え る に は、1日40ml以 上

摂 取 す る こ と に な る。

以 上 の こ とか ら今 回 検 出 され た 値 は希 釈 を考 慮 す る

と最 高 で19ppbで あ り、 各 国 の 規 制値 及 びPMTDI等 か

ら判 断 す る と健 康 へ の影 響 は 少 な い と考 え られ る。

(イ)ベ ビー フ ー ドの安 全 性
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ベ ビー フー ド2検 体 とそ の 原 料 濃 縮 果 汁 か らパ ツ リ

ン及 びTBZを 検 出 した。 ベ ビー フー ドに つ い て の 検 出

状 況 を表4-5-46に 示 した 。

粉 末 清 涼 飲 料(製 品)は 使 用 時 に10倍 希 釈 され るの

で 、 パ ツ リン、TBZと も検 出 限 界 以 下 と な り、 問 題 と

な る値 で は な い と判 断 され た。 しか し、 ベ ビー フー ド

はハ イ リス ク グル ー プ の 乳 幼 児 が飲 食 す る もの で 特 に

安 全 性 が 求 め られ る商 品 で あ る。 そ こで 、 製 造者 に状

況 を説 明 した とこ ろ、 原 料 の 産 地 変 更 を 検 討 す る との

回 答 を 得 て い る。

オ ま と め

(ア)パ ツ リンは132検 体 中14検 体 か ら検 出 し、検 出

値 は5～120ppbで あ っ た 。

(イ)14検 体 の うち 、国 産 果 汁使 用 が2検 体 、輸 入 品 ・

輸 入 果 汁 使 用 が7検 体 、輸 入 国産 の ブ レン ドが1検 体 、

不 明 が4検 体 で あ っ た。

(ウ)パ ツ リン は 、濃 縮 果 汁 や粉 末 清 涼 飲 料 か ら高 率

(47%)に 検 出 され た が 、 希釈 を考 慮 した 場 合 の濃 度 は

ほ とん どの 検 体 が 検 出限 界 以 下 とな っ た。

(エ)パ ツ リン の今 回 の検 出値 は 、 コー デ ック スで 検

討 され て い る基 準 値(50ppbあ る い は25ppb)以 下 で

問 題 な か っ た。

(オ)パ ツ リン とTBZを 検 出 した ベ ビー フー ドの メー

カ ー は 、原 料 産 地 の 変 更 を検 討 中 で あ る。

(カ)今 回 の 調 査 で は 、 パ ツ リン の 高 濃 度 汚 染 は 見 ら

れ な か っ た が 、 今 後 も継 続 して モ ニ タ リン グす る 必

要 が あ る。 ま た 、 国 際 的 規 制 が 検 討 され て い る 中 で

日本 で も基 準 を設 定 す る 必 要 が あ る と思 わ れ る。

第4-5-42パ ツ リン検 出 結 果

表4-5-43濃 縮検体の希釈時濃度
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表4-5-44希 釈を考慮 した場合の検出状況

表4-5-45各 国の 規 制 状 況

表4-5-46ベ ビー フー ドの 検 出 状 況

310



第四章 食品機動監視班(食 品環境指導センター)に よる監視事業

(9)食 品中の微量有害化学物質に関す る調査

(農産物、畜産物における微量有害化学物質に関す る調査)

ア 調査目的

近年、野生生物の生殖異常等が国際的に問題となっ

てお り、有害化学物質による環境汚染が原因ではない

かと疑われている。 日本では、1998年5月 に環境庁が

「内分泌かく乱化学物質問題への環境庁の対応方針に

ついて(環境ホルモン戦略計画SPEED'98)」 を公表 し、

内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質の調査

研究を進めているところである。

また、地球的規模での汚染が報告されている残留性

有機汚染物質(POPs)は 、国際的な枠組みでの対策

が必要なため、平成13年5月 にPOPsに 関するス ト

ックホルム条約(通 称POPs条 約)が採択 された。こ

れは、当面12種 類(デ ィル ドリン、DDT等)の 化学物

質を対象に製造 ・使用の禁止、排出の削減等により地

球環境汚染の防止を目指すもので、この条約 を批准す

るため環境省は国内での対応措置に取 り組んでいる。

これ らの化学物質は非常に低濃度で生物に影響を及

ぼす といわれてお り、微量レベルでの汚染実態調査が

求められている。平成10年 度から従来よりも検出感度

を高めた検査が可能となった有機塩素系農薬について、

きゅうり、かぼちゃ、メロン、すいか、 トマ ト、キャ

ベツ及び牛肉を対象に調査を実施した。

今年度、農産物については主食となる米及び小麦粉、

代表的な青果物の うちか らピーマン及び りん ごを対象

に調査を実施 した。また、畜産物については鶏肉及び

豚肉を対象 とした。なお、農産物では従来よりも検出

感度を高めた検査が可能となったカーバメイ ト系農薬

及び有機 リン系農薬についても検査項 目に加 えて実施

した。

イ 調査方法

(ア)調 査期間

平成13年6月 から平成14年3月 まで(平 成10年 度

か ら継続)

(イ)実 施方法

都内の小売店、農協直販所で農畜産物を購入 し、検

体とした。

a米14検 体(購 入時期 平成13年6～12月)

b小 麦粉6検 体(購入時期 平成13年6～12月)

cピ ーマン10検 体(購 入時期 平成13年6～8月)

dり んご10検 体(購 入時期 平成13年7～10月)

e鶏 肉20検 体(購 入時期 平成13年7～8月)

f豚 肉20検 体(購 入時期 平成13年7～8月)

(ウ)検 査機関

東京都立衛生研究所 生活科学部

食品研究科 農薬分析研究室

乳肉衛生研究科 食肉魚介化学研究室

(エ)検 査項目

a農 産 物

有機 塩 素 系農 薬10物 質 、カ ー バ メ イ ト系農 薬5物 質

及 び 有機 リン 系農 薬2物 質 に つ い て検 査 した。 なお 、

この 他 に一 斉 分 析 で 併せ て検 査 で き る カー バ メイ ト系

農 薬15物 質 に つ い て も、内分 泌 か く乱 作用 が 疑 わ れ る

物 質 で は な い が 参 考 と して実 施 して い る。

● 有機 塩 素 系 農 薬10物 質(内 分 泌 か く乱 作 用 が 疑 わ

れ る物 質)

α-BHC、 β-BHC、 γ-BHC、 δ-BHC、

p,p'-DDT、p,p'-DDE、p,p'-DDD、 ヘ プ タ

ク ロル 、ヘ プ タ ク ロル エ ポ キサ イ ド、 デ ィル ド リン

● カ ー バ メ イ ト系 農 薬5物 質(内 分 泌 か く乱 作 用 が

疑 われ る物 質)

アル ジカ ル ブ 、 ア ル ジカル ブ ス ル ホ ン、 アル ジ カ ル

ブ スル ホ キ シ ド、 カ ル バ リル 、 メ ソ ミル

● 有 機 リン 系 農 薬2物 質(内 分 泌 か く乱 作用 が 疑 わ

れ る物 質)

パ ラチ オ ン、 マ ラ チ オ ン

○ カ ー バ メイ ト系農 薬15物 質(参 考)

BPMC、MIPC、PHC、MPMC、MTMC、

XMC、 エ チオ フ ェ ン カル ブ 、 エ チオ フ ェ ンカ ル ブ ス

ル ホ ン 、エ チ オ フ ェ ン カル ブ ス ル ホ キ シ ド、 メ チ オ カ

ル ブ 、 メチ オ カ ル ブ スル ホ ン、 メチ オ カ ル ブ スル ポ キ

シ ド、ベ ン ダイ オ カル ブ、 チ オ ジ カル ブ、 オ キ サ ミル

b畜 産 物

有 機 塩 素 系農 薬10物 質 につ い て 検 査 した 。

α-BHC、 β-BHC、 γ-BHC、 δ-BHC、

p,p'-DDT、p,p'-DDE、p,p'-DDD、 ヘ プ タ

ク ロル 、ヘ プ タ ク ロル エ ポ キ サ イ ド、 デ ィル ドリ ン

(オ)検 査 方 法

農 産 物 は 、食 品 、添加 物 等 の 規 格 基 準(昭 和34年12

月28日 厚 生 省 告 示 第370号)中 「穀 類 、 豆類 、 果 実 、

野 菜 、 種実 類 、 茶及 び ホ ップの 成 分 規 格 の試 験 法 」 に

準 拠 した。 畜産 物 は 、厚 生 省 通 知(昭 和62年8月27

日衛 乳 第42号)に よ り示 され た 「牛 肉 中の 有 機 塩 素 化

合 物 の 分析 法 」 に準 拠 した。

なお 、試 験 溶 液 の調 製 時 に 、 再 精 製 、再 抽 出 を行 う

こ とに よ り、検 出 感 度 を2～50倍 向 上 させ て い る。

(カ)定 量 下 限

a農 産 物

1ppb(た だ し、 パ ラ チ オ ン及 び マ ラチ オ ン は5ppb)

なお 、従 来 の 検 査 で は10ppbで あ る 。

b畜 産 物

1ppb(脂 肪 中)(た だ し、BHCは5ppb)

な お 、従 来 の検 査 で は総BHC、 総DDTは50ppb、

そ の 他 は20ppbで あ る。

ウ 調 査 結 果
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(ア)農 産 物 の 調 査 結 果

農 産 物40検 体(米14検 体 、小 麦 粉6検 体 、ピー マ ン

10検 体及 び りん ご10検 体)の うち、 りん ご3検 体 か ら

カル バ リル が35～260ppb、 ピー マ ン1検 体 か らメ ソ ミ

ル が7ppb、 小 麦 粉1検 体 か らマ ラチ オ ンが30ppb検 出

され た。 また 、米1検 体 か ら参 考 と して 検査 したBP

MCが18ppb検 出 され た。(表4-5-47参 照)

な お 、農 薬 が検 出 され た 米 、 りん ご及 び ピー マ ンは

す べ て 国産 で あ っ た。 マ ラチ オ ンが 検 出 され た 小 麦 粉

は、 市場 に広 く流 通 してい るブ ラ ン ドの もの で原 産 国

は表 示 され て い な か っ た。

表4-5-47農 産 物 の 残 留 農 薬 調 査 結果

(イ)畜 産 物 の 調 査結 果

鶏 肉20検 体(国 産19検 体 、 輸 入1検 体)の うち 、1

検 体 か らp,p'-DDTが1ppb、18検 体 か らp,p'-D

DEが1～12ppb、1検 体 か らデ ィル ドリンが1ppb検 出

され た。

輸 入 鶏 肉1検 体 か らは 有機 塩 素 系 農 薬 は検 出 され な

か った 。 今 回 、 鶏 肉 は購入 時期 に 中国 、アメリカにお い て

家 禽 ペ ストが 発 生 し輸 入 が規 制 され て い た た め 、 国 産 が

主 とな った 。

豚 肉20検 体(国 産14検 体 、 輸 入6検 体)の うち 、2

検 体 か らp,p'-DDTが1～2ppb、15検 体 か らp,p'

-DDEが1～6ppb検 出 され た 。

その 内 訳 は 、国 産豚 肉14検 体 の うち、1検体 か らp,p'

-DDTが1ppb
、11検 体 か らp,p'-DDEが1～4ppb

検 出 され 、 輸 入 豚 肉6検 体 の うち 、1検 体 か らp,p'-

DDTが2ppb、4検 体 か らp,p'-DDEが1～6ppb検

出 され た。(表4-5-48参 照)

検 出 率 の 高 か ったp,p'-DDEの 鶏 肉 で の 検 出 状

況 は 図4-5-12の とお りで 、1ppb2検 体 、2ppb5検 体 、

3ppb4検 体 、4ppb1検 体 、5ppb2検 体 、6ppb1検 体 、7ppb2

検 体 、12ppb1検 体 で あ っ た。

豚 肉 で のp,p'-DDEの 検 出 状 況 は図4-5-13の と

お りで 、 国 産 で は1ppb4検 体 、2ppb4検 体 、3ppb1検

体 、4ppb2検 体 、輸 入 で は1ppb1検 体 、2ppb2検 体 、6ppb1

検 体 で あ っ た 。

表4-5-48畜 産物の有機塩素系農薬残留調査結果

図4-5-12鶏 肉 のp,p'-DDE検 出 状 況

図4-5-13豚 肉 のp,p'-DDE検 出 状 況

エ 考察

(ア)り んごから検出されたカルバ リルは殺 虫剤及

び りんごの摘果剤 として国内で使用が認められ

ている農薬で、食品衛生法の残留基準はりんごで

1.0ppmで ある。今回の検体はすべてこの基準に適

合 している。カルバ リルが検出された検体はすべ

て収穫直後の10月 下旬に購入 したものであり、7

月に購入 した長期保存の りんごか らは検出され

なかった。カルバ リルの半減期は、農作業規範を

遵守して施用 した場合8日 から1ヶ 月とされてお
の

り 、保存中に農薬が消失していくものと思われ

る。
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(イ)ピ ー マ ン か ら検 出 され た メ ソ ミル は 殺 虫剤 と

して国 内で 使 用 が認 め られ て い る農 薬 で 、食 品衛

生 法 に 基 準 は な い が 登 録 保 留 基 準 は 野 菜 で

0.5ppmと な っ て い る。今 回の 検 体 は この 基 準 に適

合 して い る。

(ウ)小 麦 粉 か ら検 出 され た マ ラ チ オ ン は殺 虫 剤 と

して 国 内 で使 用 が 認 め られ て い る農 薬 で 、食 品 衛

生 法 の 残 留 基 準 は 小 麦 粉 で1.2ppmで あ る。ま た 、

国 際 基 準 は小 麦 粉 で2mg/kg(ppm)と な っ て い る。

今 回 の 検 体 は これ ら の基 準 に適 合 して い る。

(エ)米 か ら検 出 され たBPMCは 殺 虫 剤 と して 国

内 で使 用 が 認 め られ て い る農 薬 で 、食 品衛 生 法 の

残 留 基 準 は 玄米 で1.0ppmで あ る。 今 回 の検 体 は

こ の基 準 に 適 合 して い る。

(オ)畜 産物 で は 多 くの 検 体 か らp,p'-DDEが 検

出 され て い るが 、 国 の 通知 で出 され て い る輸 入 食

肉 の暫 定 的 基 準 値5ppm(脂 肪 中)(p,p'-DDT、

p,p'-DDE、p,p'-DDDの 総 和)に は適 合 して

い る。

DDEはDDTの 代 謝 物 で 、ほ か にDDD、DD

Aな どに変 化 す る代 謝 経 路 が あ る。 これ らの 化 合

物 の うちDDTとDDEは 脂 溶 性 が 高 く て脂 肪 に

蓄 積 され や す く、 特 にDDEは そ れ 以 上 代 謝 を受
の

け ない た め脂 肪 中 に最 も多 い とされ て い る 。調

査 結 果 は これ を 裏 付 け る もの とな っ て い る。

昨 年 調 査 した 牛 肉 に お い て も、 表4-5-49、 図

4-5-14の とお りの 結 果 で 同様 の こ とが い え る。

DDTは 、 日本 に お い て1971年 に農 薬 登 録 が

失 効 し、1981年 に 化 審 法 に よ りす べ て の 用 途 で

表4-5-49牛 肉の有機塩素 系農薬残留調査結 果(平成12年 度)

の製造、販売、使用が禁止 されている。また、地

球的規模での汚染が問題 となっている化学物質

の一つで、POPs条 約においてDDTは 製造、

使用が制限される物質としてマラリア対策用の

み認めるとされている。残留性が高 く、土壌中か

ら95%消 失 す るの に4～30年 か か る こ と 、大気

輸送により地球全体に拡散する ことなどが、

現在 もDDEが 検出され る原因となっているも

のと考える。

オ まとめ

今回の調査では、農薬が検出された農産物で9検 体

中1検 体が、畜産物で33検 体すべてが従来の検査法の

定量下限以下であり、検出感度を高めたことで残留実

態を確認することができた。

農薬が検出された農産物、畜産物ともに現行の法規

制及び国際基準に適合 していたが、内分泌かく乱物質

としての危害度はまだ明らかでなく、現時点でのヒト

への影響は不明である。 しかし、現在様々な機関で研

究が進んでお り、微量レベルでの残留が確認 された今

回の調査結果は今後の安全性評価への活用を期待でき

る。更に多くの食品の残留実態を把握するため、今後

も調査を実施 していく必要がある。

参考文献

1) 世界保健機構 ・国連環境計画 ・国際労働機関 化学

物質の安全性評価 国立衛生試験所訳 化学工業 日

報社 (1994)

2) 最新農薬学 井上哲夫編集 廣川書店 (1988)

3) 農薬毒性の事典 植村振作 ら著 三省堂 (1988)

4) 農薬の環境科学 金澤純著 合同出版 (1992)

図4-5-14牛 肉 のp.p'-DDE検 出状 況(平 成12年 度)
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(10)加 工食品の リステリア菌汚染に関する衛生学的実態調査

ア 調査目的

リステ リア症は、Listeria monocytogenesを 起因菌

とする人畜共通感染症である。本菌は環境中に広く存

在することが知 られているほか、チーズや野菜などの

食品からも分離されている。

昭和63年 度から平成4年 度にかけて実施された本セ

ンターの先行調査において本菌は複数の加工食品から

検出されたが、その検出された食品中における増殖の

可能性は低い等の結論を得て終了 している。 しかしそ

の後、本菌を検出したチーズや食肉製品が食品衛生法

第4条 第3号 違反とされるなど、本菌に対する社会的

関心は高まり、厳しい行政処置 ・対応が求められるよ

うになった。国内において同菌による食中毒事例はま

だ報告 されていないが、欧米等では同菌を原因物質と

する食中毒事例が複数報告 されている。なお、これら

の国では同菌に対する基準の設定も行われている。

一方、前回の調査は対象食品の範囲が狭く、まだ調

査 されていない食品が多いため、汚染の状況を十分に

把握できていない。

そこで本調査では、一般に流通する食品の うち比較

的加熱加工の少ない食品について、同一食品を連続 し

て買い上げる手法により、本菌による汚染実態を調査

した。

イ 調査方法

(ア)調 査期間

平成13年4月 か ら平成14年3月 まで

(イ)実 施方法

a買 い上げ場所 ・方法

都内スーパ-マ ーケット及び地方卸売市場において、
一般消費者向けに販売され る食品については店頭にて

買い上げ、店舗内バ ックヤー ド等において販売前に小

分けされるものについては小分け前の未開封品を確保

し、検体 とした。

b検 査品目

すべて製造(販 売)者 の異なる、ネギ トロ7銘 柄、

スモークサーモン7銘 柄、魚卵加工品6銘 柄(た らこ

3銘 柄、明太子3銘 柄)、計20銘 柄 を経時的に各5検

体ずつ買い上げ、延べ100検 体 とした。 これ らはすべ

て、製造者表示や仕入れ 日等によってロッ トの特定が

可能なものである。なお本調査においてネギ トロとは、

マグロを主原材料とし植物油脂等と混ぜ合わせた非加

熱の加工食品のことである。

(ウ)検 査機関

東京都立衛生研究所 生活科学部 乳肉衛生研究科

食肉魚介細菌研究室

(エ)検 査項 目

リスでリア属菌(種 別、血清型別、最確数)、細菌数、

大腸菌群数、大腸菌、黄色ブ ドウ球菌、水分活性、pH

(オ)検 査方法

aリ ス テ リア 属 菌 の 検 出

検 体 を選 択 増 菌 培 地(UVM培 地)に 接 種 して増 菌 培

養 した後 に選 択 分 離 培 地(PALCAM培 地)で 分 離 し、得

られ た菌 株 につ い て食 品衛 生検 査指 針 に 準 じ リス テ リ

ア 属 菌 の確 認 及 び 種 の鑑 別 を 行 っ た。

L.monocytogenesと 同 定 され た 菌 株 に つ い て は 、 キ

ッ トを用 い て 血 清 型 別 を 行 った 。

b L.monocytogenesの 定 量

最 確数 法(3本 法)を 用 い 、 選 択 増 菌 培 地 に お け る

陽 性 数 か ら求 め た 。

cそ の 他 の検 査

定 法 に 従 い 細 菌 数 、大 腸 菌 群 数 、大 腸 菌 、 黄 色 ブ ド

ウ球 菌 、水 分 活性 、pHを 求 め た 。

ウ 調 査 結 果

(ア)ネギ トロ

延 べ35検 体 を検 査 し、L.monocytogenesが 検 出 さ

れ た も の は な か っ た。L.innocuaが 検 出 され た もの は

7検 体(A社 の5検 体 、E社 、F社 の 各1検 体)だ った(表

4-5-50)。

(イ)ス モ ー ク サ ー モ ン

延 べ35検 体 を検 査 し、L.monocytogenesが 検 出 さ

れ た もの は1検 体(K社 の1検 体 か ら血 清 型1/2bが40

個)だ っ た。L.innocuaが 検 出 され た もの が2検 体(K

社 、N社 の 各1検 体)あ り、K社 の銘 柄 の5検 体 中4

検 体 か ら リス テ リア 属 菌 が検 出 され た(表4-5-51)。

(ウ)魚 卵 加 工 品

のべ30検 体 を検 査 し、L.monocytogenesが 検 出 さ

れ た も の は4検 体(P社 の1検 体 か ら血 清型3aが30

個 未 満 、R社 の1検 体 か ら同1/2bが30個 未満 、R社 の

1検 体 か ら同1/2aが30個 未 満 、T社 の1検 体 か ら同

1/2a及 び1/2bが30個 未 満)だ っ た。L。innocuaが 検

出 され た もの が8検 体(P社 の1検 体 、Q社 の1検 体 、

R社 の3検 体 、T社 の3検 体)だ った(表4-5-52)。

(エ)リ ス テ リア 属 菌 以 外 の検 査項 目に 関す る結 果

延 べ100検 体 の うち 、細 菌 が84検 体 か ら2.0×101

～1 .1×108の 範 囲 で検 出 され 、16検 体 は10個 未 満 だ

った 。 ま た 、15検 体 か ら大 腸 菌 群 が3.0×101～7.9×

102の 範 囲 で検 出 され 、85検 体 は10個 未 満 だ った 。 大

腸 菌 、黄 色 ブ ドウ球 菌 が 検 出 され た もの は なか った 。

pHは す べ て が ほ ぼ 中性 か ら弱 酸 性 だ っ た。水 分 活 性 は

ほ ぼ す べ て の ネ ギ トロで0.99、 ス モ ー ク サ ー モ ン は

0.95か ら0.98程 度 、魚 卵加 工 品 は0.95前 後 だ った 。

詳 し くは 表4-5-50～4-5-52に 示 す 。

工 考 察

(ア)全 般

今 回 調 査 対 象 と した ネ ギ トロ、 スモ-ク サ ー モ ン、

魚 卵 加 工 品 す べ て か らL.innocua等 リステ リア 属 菌 が

検 出 され た 。 ネ ギ トロ、 スモ ー クサ ー モ ンか らか な り

の頻 度 で検 出 され る こ と は これ ま で も報 告 され て い る
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が 、 今 回 の 調査 で は これ らに加 え 、 魚 卵 加 工 品 か らも

検 出 され る こ とが 確 認 され た。

L.monocytogenesが 検 出 され た食 品 は4銘 柄 、の べ

5検 体 で あ った。 この うち明 太 子等 延 べ3検 体 か ら検

出 され た 血 清型1/2bは 日本 にお け る リス テ リア症 由

来株 の うち2番 目に 多 く全 体 の3割 を 占 め るが 、最 も

多 く全 体 の6割 を 占め る血 清 型4bは 検 出 され なか った 。

しか し、L.monocytogenesに 関す る リ ス ク評 価 が 不 十

分 で あ る現 在 、 どの 血 清型 が検 出 され た と して も潜 在

的 な 危 険 性 を予 測 想 定 した 対応 を と る べ き で あ る。

(イ)リ ス テ リア 属 菌 検 出状 況 と製 造 所 に よ る差 違

製 造 所別 に リス テ リア属 菌 の 検 出 状 況 を比 較 す る と、

検 出 頻度 が 高 い製 造 所 と低 い製 造 所 に 分 か れ る とい う

傾 向 が 見 られ た(表4-5-54)。 リステ リア 属 菌 各 種 の 生

息環 境 は 類似 して い る と言 われ て い る。 検 出 頻 度 の 高

い製 造 所 で は、 リステ リア属 菌 が 常 在 化 して い るか 、

あ る い は 常在 化 しや す い環 境 で あ る こ とに よ る汚 染 が

お き て い る 可能性 が 考 え られ る。 リス テ リア 属 菌 各種

の生 息環 境 は類 似 して い る と言 わ れ て お り、 今 回 リス

テ リ ア 属 菌 が 検 出 さ れ た 製 造 所 で は 、L.

monocytogenesに よ る汚 染 につ い て 今 後 特 に 注 意 が必

要 で あ る。

(ウ)サ ン プ リン グ の 手 法 につ い て

同 一 の銘 柄 か ら同 一 血 清 型 のL.monocytogenesが 検

出 され る こ とは な か っ た 。 例 え ば 、K社 製 の ス モ-ク

サ-モ ン では検 体4か らL.monocytogenes1/2bが 検

出 さ れ た が 、 他 の 検 体1,2,3,5か ら はL.

monocytogenesが 検 出 され な か った(表4-5-51)。 また

R社 製 の 明 太子 で は 検 体3か らL.monocytogenes 1/2b

が 検 出 され た が、検 体4か ら検 出 され た1/2aと は異 な

る血 清 型 で あ り、検 体1,2,5か らはL.monocytogenes

が検 出 され な か っ た(表4-5-52)。 陽 性 検 体 数 が非 常 に

少 な い の で 一概 に は い え な い が 、今 回 の 結 果 か らは、

同 一 食 品 にお いてL.monocytogenesに よ る恒 常 的 な汚

染 は 見 られ なか っ た 。

本 調 査 で は 、20銘 柄 の うち4銘 柄(延 べ5検 体)か

らL.monocytogenesが 検 出 され た 。 こ れ は 、同一 食 品

を別 ロ ッ トで原則5検 体連 続 的 に買 い 上 げ る とい う手

法 に よっ て得 られ た 結 果 で あ る と考 え られ る。 上 記 の

よ うに 汚 染 が単 発 的 で あ る とす れ ば 、今 後 同 様 の 汚 染

調 査 を行 う際 には 、 本 調 査 で採 用 した よ うな サ ンプ リ

ン グ 方 法 が 有 効 と考 え られ る。

オ ま と め

リス テ リア症 に よっ て 引 き起 こ され る症 状 は 、 胃腸

炎 の ほ か に も流 産 や 死 産 、 髄 膜脳 炎 や 敗 血 症 な ど非 常

に重 篤 な ものが あ る。 国 内 にお い て は 、 食 品 を媒 介 と

した 事 例 はい ま だ報 告 され て い な い もの の 、FAOとWHO

は 共 同 で リス クア セ ス メ ン トを行 っ て い るな ど、 国際

的 に は食 品衛 生 上重 要 な 制 御 対 象微 生 物 と して位 置 付

け られ て い る。

この現状を踏まえた上で、欧米等では非加熱で食べ

る食品、調理済み食品等のready-to-eat食 品に規格が

設定 されている。 この規格の内容は大きく分けて二つ

あり、米国のように 「検出されてはならない」とする

もの と、カナダや欧州諸国のようにある一定菌量まで

は許容するとい うものがある。米国では、米国内にお

けるリステ リア症の致死率が高いことや発症菌量が不

明であることなどか ら上記の立場をとっている。これ

に対 しカナダ等は、過去の事故例や保存期間等の諸条

件により食品を複数の群に分類 し、それぞれに異なる

基準を設定している。

日本では現在ナチュラルチ-ズ と食肉製品について

のみL.monocytogenesが 検出されてはならないとい う

判断基準が設けられており、これらに関しては米国に

非常に近い考え方といえる。今後は、血清型や菌量は

どう評価するのか、現在提案されつつある細分類法の

扱いはどうするのか、米国型の考え方をとるのかある

いはカナダ欧州型の考え方をとるのか、FAOとWHOの

リスクアセスメン トも考慮に入れ十分慎重に検討 した

上で、日本の実情に合わせた対応が求められる。

そのためには、汚染状況を把握するためデータを広

く蓄積すると同時に、国内における食品媒介のリステ

リア症発生状況を的確に把握することが必要である。

なぜな ら現在国内で流通 している食品 に関するL.

monocytogenesの 検出状況(血 清型、菌量等も含む。)

に関する知見が非常に少なく、汚染状況の実態が不明

であるからである。本調査では、延べ100検 体の魚介

類加工品を検査し5検 体からL.monocytogenesが 検出

され、その血清型や最確数、その他の細菌検査項 目等

に関 して知見を得ることができた。 しかし、本調査で

対象としたこれらの食品は流通全体の ごく一部であり、

L.monocytogenesに 関するリスクアセスメントを行 う

材料としては不十分である。今後更に調査を継続 し、

デ-タ を集積 していくことが重要と考えられる。
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表4-5-50ネ ギ トロ に関 す る 検 査 結 果

a L. m., Listeria monocytogenes

b L. i., Listeria innocua

c L. w., Listeria welshimeri

d L. s., Listeria seeligeri
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表4-5-51ス モ ー ク サ ー モ ン に関 す る 検 査 結 果

a L. m., Listeria monocytogenes

b L. i., Listeria innocua

c L. w., Listeria welshimeri

d L. s., Listeria seeligeri
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表4-5-52魚 卵 に関 す る検 査 結 果

a L. m., Listeria monocytogenes

b L. i., Listeria innocua

c L. w., Listeria welshimeri

d L. s., Listeria seeligeri
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表4-5-53検 査結果(概 要)

a L. m., Listeria monocytogenes

b L. i., Listeria innocua

c L. w., Listeria welshimeri

d L. s., Listeria seeligeri
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表4-5-54ネ ギ トロ、 ス モ ー クサ ー モ ン 、魚 卵 の製 造者 別 成 績

a L. m., Listeria monocytogenes

b L. i., Listeria innocua

c L. w., Listeria  welshimeri

d L. s., Listeria seeligeri
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(11)通 信販売食品の衛生学的実態調査

ア 調査 目的

インターネット等情報通信の普及 した今 日、家にい

ながらにしていろいろな食品を購入す ることが可能と

な り、今後更に多種多様な食品の通信販売が普及する

ものと思われる。 しかし、これ ら通信販売による食品

は、店頭で販売されている食品のように、通常の監視

体制では衛生確保 を図ることが困難である。

この様なことか ら、衛生状態がいまだ把握されてい

ない中、食中毒などの食品衛生上の問題が生ずるおそ

れが考えられる。

そこで、これら通信販売食品について、その実態を

把握 し、問題点を精査 し、食品衛生行政に反映させる

ことを目的として調査を実施 した。

イ 調査方法

(ア)調 査期間

平成13年5月 から平成14年2月 まで

(イ)選 定方法

インターネット及び通信販売チラシにより、食品を

購入 し、検査を行った。

検査対象品目としては、成分規格が決められている

冷凍食品やそう菜類等そのまま、または、加熱等簡単

な調理のみで摂取する食中毒の原因 とな りやすい食品

を選定 した。

(ウ)検 査機関

都立衛生研究所 多摩支所

微生物研究科 衛生細菌研究室

理化学研究科 衛生化学研究室

(エ)検 査項 目

食品の種類や原材料を考慮し、必要な項 目を設定 し

た。

a細 菌検査

細菌数、大腸菌群、大腸菌、病原大腸菌、黄色ブ ド

ウ球菌、サルモネラ、腸炎ビブリオ、クロス トリジウ

ム、エルシニア、カンピロバクター、ウエルシュ等

b理 化学検査

保存料、甘味料、着色料、発色剤、漂白剤、アスコ

ル ビン酸、PG等

(オ)検 査方法

細菌検査、理化学検査ともに、通常の検査法によ

り行った。

ウ 調査結果

インターネ ットにて買上げ:48品 目

チラシにて買上げ:5品 目

(チラシの場合、配達 日指定が困難なものが多く、

精度管理上問題が生じるおそれがあることから、配達

日指定の容易なインターネットによる買上げを重視 し

た。)

北は岩手県から南は鹿児島県まで28都 府県の製造

者あるいは販売者から検体を収集 した。

(ア)細 菌検査

細菌数及び大腸菌群の検出した ものについての個々

の結果は省略する(以 下、冷凍食品について、加熱後

摂取凍結前未加熱の冷凍食品を 「冷凍食品(カ ミ)」、

加熱後摂取凍結前加熱の冷凍食品を「冷凍食品(カカ)」

と省略する)。

食品分類別に細菌数の検査結果についてまとめたも

のは、表4-5-55の とお りである。

表4-5-55細 菌 数 結 果

冷凍食品では、細菌数はすべて成分規格以内であっ

た。寿 しで細菌数が非常に多いものがあるが、これは

なれず しであり、醗酵食品のため乳酸菌 と思われる。

また、そう菜半製品及び冷凍食品(カ ミ)は 加熱 され

ていないため、当然ながら細菌数の多いものが多くな

っている。
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食 中毒 起 因 菌 の検 査 項 目 と結 果 は表4-5-56の とお

りで あ る。 そ れ ぞれ の食 品 に つ い て 実 施 した検 査 品 目

数 を示 した もの で 、 カ ッコ内 の 数 字 が 検 出 した 品 目数

で あ る。 大 腸 菌 群 以外 で は 、 ポ ー ク ソー セー ジ1品 目

か らク ロス トリジ ウム属 菌 が1個/g検 出 した の み で 、

そ の 他 の 食 中毒 起 因 菌 につ い て はす べ て検 出 しな か っ

た。

(イ)理 化 学 検 査

理 化学 検 査 の 検 査 項 目と結 果 は 、表4-5-57の とお り

で あ る。 細 菌 検 査 と同 様 実施 した 品 目数 を示 した も の

で 、 カ ッ コ内 の 数 字 が 検 出 した 品 目数 で あ る。

添 加 物 の検 出状 況 は、保 存 料 が5品 目か ら、 発 色 剤

が7品 目か ら、 ア ス コル ビ ン酸 が6品 目か ら、 エ リ ソ

ル ビ ン酸 が2品 目か ら、PGが1品 目か ら、銅 が1品

目からの検出であった。検出した事例については、表

4-5-58に 示した。

冷凍食品(カ ミ)の 発色剤はハムに由来するもので

あり、添加物を検出したものは、ほとんど食肉製品で

あった。これ らのうち、4番 のあらびきウインナーに

ついては、商品名以外の記載がなく、表示違反で買上

げ先を管轄する富山県に調査を依頼した。5番 のあら

びきウインナーについては、アスコルビン酸の表示が

なく表示違反の疑いで千葉県に調査を依頼したところ、

アスコル ビン酸の使用が確認され、違反処理された。

10番 の鮫子については、PGの 表示も無く、過量使用

も疑われることから群馬県に調査を依頼 した。その他

のものについては、表示 どお りであった。

表4-5-56食 中 毒 起 因菌 検 査 結 果
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表4-5-57理 化 学 検 査 結 果

表4-5-58添 加 物 を検 出 した食 品 の 検 出 値

単 位g/kg、PGに つ い て は 、%

エ 考察

(ア)細 菌検査

今回の検査結果か らは、特に問題となる結果のもの

は見受けられなかった。 これは、検体が製造所から他

の流通業者の手を経ることなく直接宅配 されることや、

配達の形態が、53品目の うち2品 目がレ トル ト包装で、

後は23品 目が冷蔵、28品 目が冷凍での配達となって

いることも関係 していると考えられ る。

しかし、冷凍食品(カ ミ)の 鮫子2品 目で細菌数が

成分規格以内ではあったが、成分規格に近い数のもの

もあり、流通の トラブルや消費者の扱いによっては、

菌数が成分規格を超えてしまう場合も考えられ、食品

の製造時から注意を要すると思われる。

また、平成13年 に機動班の行った冷凍食品の一斉検

査(表4-5-59)と 今回の冷凍食品の細菌数について比

較をしてみたところ、通信販売食品の方が細菌数の少
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ない品 目の割合が少ないと思われるが、その他につい

ては特に違いは見 られなかった。細菌数の少ない品目

の割合が少ないのは、検査品目数が少ないことと、野

菜や肉を原材料 とする品目を選定したため検査品目の

種類に偏 りがあったことも一因 と考えられる。

(イ)理 化学検査

食肉製品を除 くと添加物がほとんど検出しなかった

が、これは、今回の検査では、そ う菜等のもともと添

加物の使用実態の少ない食品を検査したためである。

通信販売の特徴 として、無添加、自然などを売 りにし

ている業者が多いこともあると思われるが、食肉製品

については、ほとんどの品目から添加物が検出され、

特にそ ういう傾向は見られなかった。

添加物使用のあったものは、12品 目と少なかった

が、12品 目の内3品 目が、違反 となる等高い違反率と

いえ、添加物の使用実態については、今後 とも調査が

必要 と思われる。

オ まとめ

今回の検査では、細菌的には、食中毒起因菌はほと

んど検出されず、細菌数も成分規格以内である等問題

と思われる食品は発見されなかったが、検査品 目数が

少なく、まだまだデータを積み上げる必要があり、今

後 も調査する必要があると考えられる。

通信販売の食品の特徴 として、「その店舗で しか手

に入 らない」、「その地方名産」とい うものがあるほか

に、「健康にいい、自然、無添加」とい うものをキャッ

チフレーズに しているものが多いのも現状である。

しかし、今回の調査では、そのような傾向は食肉製

品においては見られず、商品名以外は全 く表示がない

ものが発見 されたり、鮫子全体から1.6%も のPGを

検出する違反事例 もあるなど、添加物についてもその

使用実態について今後 とも調査が必要と思われる。

さらに、違反事例について、通知をしてもなかなか

回答をもらえない事例があったことから、通知先では

製造者の製造実態や販売者の販売実態がわからないと

いう状況があ り、今後は各 自治体とも通信販売を行っ

ている業者を何らかの方法で把握 し、監視できる体制

が望まれ るところである。また、画面上の表示につい

ても、使用添加物をすべて表示 している業者から、何

も表示していない業者までまちまちである。そのため、

インターネッ ト上の情報だけでは、食品衛生上必要な

情報が十分に得られず、検体の選定や検査項 目の設定

等が困難であった。

今年度は、通信販売食品自体の衛生実態を調査 した

のみであったが、今後増えると予測 される食品の通信

販売について、販売上 どのような問題点があるのかど

うか調査 していきたいと考えている。

表4-5-55冷 凍食 品 の 細菌 検 査 結 果(再 掲)

表4-5-59一 斉 検 査 に お け る細 菌 検 査 結 果(参 考)
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(12)市 販 牛 乳 に お け るCoxiella burnetiiの 検 出 状 況 調 査

ア 調 査 目的

Q熱 は リ ケ ッ チ ア の 一 種 で あ るCoxiella

burnetii(以 下 「C.burnetii」 とい う。)に よ っ て お こ

る人 獣 共 通感 染症 で 、 人へ の感 染経 路 に は経 気 道 感 染

と経 口感 染 が 考 え られ て い る。 海外 で は生 乳 や 乳 製 品

を介 してQ熱 に感 染 した事 例 が 報告 され てお り、 これ

らの食 品 が人 へ の感 染 源 とな る 可能 性 が 示 唆 され て い

る 。 し か し 、 我 が 国 で は こ れ ら 食 品 中 に お け る

C.burnetiiに つ い て の調 査 報 告 例 が 少 な い こ とか ら、

そ の 実態 は 明 らか で は な い。

そ の た めC.burnetiiが 生 残 してい る可 能 性 が 示 唆

され てい る低 温 殺 菌 牛 乳 を 中心 に 、市 販 牛 乳 にお け る

C.burnetii汚 染 状 況 の 調 査 を実 施 した。平 成12年 度

に は遺 伝 子 レベ ル で の 検 出 状 況 を調 査 した と こ ろ、 市

販 牛 乳 か ら38.3%のC.burnetii遺 伝 子 が検 出 され た。

そ こで 、今 年 度 はC.burnetii遺 伝 子 を検 出 した 市 販

牛 乳 か ら、 マ ウス を 用 い て 病 原 体 の 分 離 を 試 み 、 牛 乳

中で のC.burnetiiの 生 存 状 況 を調 査 した の で 、そ の 概

要 に つ い て報 告 す る。

イ 調 査 方 法

(ア)調 査 期 間

平成13年8月 か ら平 成14年3月 まで

(イ)実 施 方 法

a C.burnetiiの 遺 伝 子 検 索:東 京 都 内で 市 販 して い

た牛 乳50品 目を 買 い 上 げ 、 検 体 と した。

(内訳).

低 温 長 時 間 殺 菌 法(LTLT)で 処 理 され た 牛 乳:36

検 体

高温 短 時 間殺 菌 法(HTST)で 処理 され た 牛 乳:5検

体

超 高 温殺 菌 法(UHT)で 処 理 され た牛 乳:5検 体

高温 保 持 殺 菌 法(そ の他)で 処 理 され た 牛 乳:4検

体

b C.burnetiiの 分 離:C.burnetiiの 遺 伝 子 検 索 で 陽

性 と な った 市 販 牛 乳23検 体 の う ち15検 体 か ら

C.burnetiiの 分 離 を試 み た 。

(ウ)検 査機 関

東 京 都 立 衛 生 研 究 所 生 活 科 学 部 乳 肉衛 生 研 究 科 乳 研

究 室

(エ)検 査 項 目

コ ク シエ ラ(遺 伝 子 の 検 出 ・病 原 体 の分 離)

(オ)検 査 方法

aC.burnetiiの 遺伝 子 検 索

牛 乳 か らNaI法 を用 い てDNAの 抽 出 を行 っ た。す な

わ ち検 体 の 牛 乳 にproteinaseKとlysing bufferを 加

え て 消 化 を 行 い 、 沃 化 ナ ト リ ウ ム(NaI)を 加 え た

isopropanolでDNAの 抽 出 を 行 った。 抽 出 され たDNA

はC.burnetiiのcom I遺 伝 子 とhtp-B遺 伝 子 を ター ゲ

ッ トに設 計 され た プ ライ マ ー を用 い たnested PCR法

に よ りそれ ぞ れ の 遺 伝 子 の 有 無 を調 べ た 。1検 体 につ

きDNA抽 出 を3回 繰 り返 して行 い 、 そ れ ぞ れ の遺 伝 子

が1回 以上 陽性 とな った 検 体 を陽 性 と判 定 した。

b C.burnetiiの 分 離

5～6週 令 のBALB/C系 マ ウス腹 腔 内 に 検 体1mlを 接

種 し、3週 間後 に脾 臓 と血 液 を採 取 しC.burnetiiの 分

離 を試 み た。 マ ウス は5日 間 隔 で サイ ク ロフォ ス フ ァ

ミ ドを 皮 下 注射 し、免 疫 抑 制 状 態 を維 持 した。 採 材 し

た脾 臓 にC.burnetiiが 存 在 す るか 否 か遺 伝 子 レベル

で 検 出 を行 った 。

1mm角 に 細 切 し た 脾 臓 にlysing bufferと

proteinase Kを 加 え て 消 化 を行 い 、95℃5分 間加 熱 後

遠 心分 離 した上 清 をDNAテ ンプ レ-ト と し、 牛 乳 同様

2種 類 の プ ライ マ ー を用 い てnested PCR法 を行 っ た。

ウ 調 査結 果

(ア)乳 処 理 工場 別C.burnetii遺 伝 子 の 検 出 状 況

(表4-5-60)

市 販 牛 乳50検 体 の 製 造 場所 は 北海 道 か ら島根 県 ま

で の1道11県21乳 処 理 工 場 で あ っ た。 同 一 工場 にお

け る牛 乳 か らのC.burnetii遺 伝 子 の検 出状 況 は 表 の

とお りで 、検 出 され る もの と検 出 され な か っ た もの が

あ っ た 。

表4-5-60乳 処 理 工 場別C.burnetii遺 伝 子 の検 出状 況

(イ)C.burnetii遺 伝 子 の検 出状 況(表4-5-61)

市 販 牛 乳 か らC.burnetii遺 伝 子 が50検 体 中23検 体

(46.0%)検 出 され た 。

殺 菌 温 度別 で は 、LTLTが36検 体 中15検 体(41.7%)、

HTSTが5検 体 中4検 体(80.0%)、UHTが5検 体 中3検

体(60.0%)、 そ の 他 の 殺 菌 方 法 が4検 体 中1検 体

(25.0%)か らC.burnetii遺 伝 子 が 検 出 され た 。

(ウ)C.burnetiiの 分 離 状 況(表4-5-61)

C.burnetiiの 分 離 を試 み た 市 販 牛 乳15検 体 す べ て

か ら病 原 体 は分 離 され なか った。15検 体 の殺 菌 温度 別

に よ る 内訳 は 、LTLTが10検 体 、HTSTが2検 体 、UHT

が2検 体 、 そ の 他 が1検 体 で あ っ た。

なお 、 実験 室 の ハ ザ ー ドな どの 制約 か ら今 回分 離 で

き な か っ た8検 体 につ いて は 、 今 後 も継 続 して検 査 を

行 っ て い く。
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表4-5-61市 販 牛 乳 にお け るC.burnetiiの 検 出状 況

エ 考 察

C.burnetii遺 伝 子 が表4-5-61の とお り市 販 牛 乳23

検 体(46.0%)か ら検 出 され 、原 乳 にC.burnetiiが 高

率 に存 在 す る こ とが 示唆 され た。 しか しな が ら、 同 一

工場 の 牛 乳 で も検 出 され た も の と検 出 され な か った も

の が あ り、 また 地域 によ る違 い も見 られ な か った こ と

か ら、原 乳 か らC.burnetii遺 伝 子 が 検 出 され るの は 農

場 あ るい は ク ー ラBス テ ー シ ョ ン及 び 乳 処 理 工 場 にお

け る受 乳 タ ンク を単 位 と した も の と推 察 され た。

殺 菌 方 法 別 で 、C.burnetii遺 伝 子 が 検 出 され たの は 、

LTLTが15検 体(41.7%)、HTSTが4検 体(80.0%)、UHT

が3検 体(60.0%)、 そ の他 の殺 菌 法 が1検 体(25.0%)

で あ り、前 年 度 に比べ 殺 菌 方 法 に よ る検 出率 の ば らつ

きが み られ たの は 、検 体 数 が 少 な か っ た た め と思 われ

た 。

C.burnetiiの 分 離 では15検 体 いず れ か ら も病 原 体

は 分 離 され なか った。 殺 菌 温 度 別 で はLTLTの63℃ か

ら65℃30分 間殺 菌 の10検 体 、HTSTの75℃ か ら80℃

15秒 間殺 菌 の2検 体 、85℃30分 間 殺 菌 の1検 体 、UHT

の120℃ か ら130℃2秒 間 殺 菌 の2検 体 で あ っ た。FDA

に お い て は 殺 菌 温 度 を 設 定 す る 際 、 牛 乳 中 の

C.burnetii 102/mlを 殺菌 す る 時 間 が62.8℃30分 間 で

あ る こ とか ら、63℃30分 間以 上 の 殺 菌 温 度 と時 間 を確

実 に確 保 す れ ば 、牛 乳 中 のC.burnetiiを 殺 菌 す る こ と

が 出 来 る も の と推 察 され た。

しか し、今 回 はC.burnetiiの 分 離 を試 み た 検 体 数 が

少 な い た め更 に 検体 数 を増 や して 検 討 を行 い 、 これ ら.

の 殺 菌 温 度 にお け る病原 体 の 生 存 の 可 能 性 につ いて 検

証 して い く必 要性 が あ る もの と考 え られ る。

オ ま とめ

Q熱 の人 へ の 感染 源 と してC.burnetiiに 汚 染 され

た生乳や乳製品が考えられている.今 回我々の遺伝子

の検出調査では、原乳からC.burnetiiが 高率に検出さ

れる実態が明らかになった。

C.burnetiiは 畜舎の粉 じん等で長期間にわたって

生存 し人や家畜の感染源 となるため、生産段階におけ

る飼育動物の健康管理、畜舎の環境整備などを行 うこ

とにより、より安全な原乳の供給が望まれる。

乳処理工場では原料由来の微生物危害を防除するた

めの手段 として、特に殺菌温度 と時間が重要と考えら

れ る。 平成14年1月 末 に 乳 の 殺菌 基 準 を 最 低63℃ に

改正 す る よ う薬 事 ・食 品衛 生 分科 会 か ら審議 結 果 が 出

され た こ とか らも 、殺 菌 温度 と時 間 を確 実 に確 保 す る

こ とが 乳 処 理 工 場 で のQ熱 対 策 と して 重 要 と考 え る。

C.burnetiiの 分 離 に は 、P3施 設 で の 操 作 とい うハ

ザ ー ド上 の 制約 が あ り、 多 数 の検 体 を 処 理 す るに は 困

難 が あ るが 、Q熱 対 策 の 重 要 性 か ら今 後 も市 販 牛 乳 中

のC.burnetiiの 生 存 状 況 につ い て検 討 して い く必 要

性 が あ る もの と考 え られ る。
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